
　平成16年の犯罪被害者等基本法の制定後、全国各地において犯罪被害者等の支
援を目的とする条例（特化条例）の制定が進められてきました。令和3年4月1日時点に
おいて、32の都道府県（68.1％）、384の市区町村（22.3％）で特化条例が制定されて
いますが、北海道内179市町村の中で特化条例を制定しているのは令和4年4月1日時
点でわずか9市町村（5％）にとどまります。このシンポジウムでは、いつ、どこで、誰が犯
罪等の被害に遭っても被害者としての権利が保障されるように、北海道内の全市町村
において特化条例を制定し、その実効的運用を図る必要性について考えます。

［新型コロナウイルス感染予防対策について］ ●会場内では不織布マスクの着用をお願いいたします。 ●会場
入り口において検温及び手指消毒を実施します。体温が 37.5度以上の方の入場はお断りさせていただきます。 
●体調不良の方、咳などの症状のある方のご来場はご遠慮ください。

［個人情報の取扱いについて］　本シンポジウムへの参加申込みに際してご提供いただいた個人情報は、本シン
ポジウムに関するご案内、会場での受付その他本シンポジウムに関する事務のために利用します。また、本シンポ
ジウムへの参加者が新型コロナウイルス感染症の感染者であることが判明した場合、必要に応じて保健所等の
公的機関に対して個人情報を提供する場合がありますので、ご同意の上でお申込みをお願いいたします。

参加費
無料

北海道内のすべての市町村に

犯罪被害者
支援条例を
～地域で支える犯罪被害者支援～
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お問合せ先主催　北海道弁護士会連合会 札幌弁護士会（札幌市中央区北１条西 10 丁目  弁護士会館７階）
TEL：011-281-2428

日時 8月26日（金）９:00-１２:00
令和4年

場所
札幌プリンスホテル 
国際館パミール 6 階（定員 200 名）

（札幌市中央区南 3 条西 12 丁目）
※会場参加については先着順とし、定員になり次第締め切らせて
　いただきます。オンライン参加も可能です。

プログラム
第1部　なぜ、条例が必要か

第2部　条例制定までの道筋

被害者支援条例についての現状報告
基調講演　市町村による支援の必要性
諸澤 英道 氏
　（常磐大学元学長、被害者が創る条例研究会メンバー、
　  世界被害者学会理事）

被害者等の声を聴く
（1）殺人事件の被害者ご遺族の方（ビデオインタビュー）
（2）生井 澄子 様（札幌信金職員殺人事件ご遺族）
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調査結果報告
犯罪被害者支援条例を制定している道内の市町村
について

市町村からの報告
（1）北斗市 
（2）せたな町 

モデル条例案について
大鹿 祐太郎（弁護士・札幌弁護士会所属）

総　括
山田 　廣（弁護士・札幌弁護士会所属）
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参加
方法

オンライン参加も含めて完全予約制。
右記の QR コードからお申込みフォームにアクセスし、
必要事項を入力してお申し込みください。
※お申込み期限：令和 4 年 8 月10 日


